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○宮田村福祉医療費特別給付金給付規則 

平成２０年３月１２日 

規則第１７号 

改正 平成２１年６月１９日規則第８号 

平成２２年３月１７日規則第５号 

平成２５年３月１９日規則第５号 

平成２９年３月１７日規則第６号 

平成２９年９月２１日規則第１５号 

宮田村福祉医療費特別給付金給付規則（昭和５３年宮田村規則第８号）の全部を次のよう

に改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、宮田村福祉医療費特別給付金条例（昭和４９年宮田村条例第３５号。

以下「特別給付金条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（受給者証） 

第２条 特別給付金条例第４条の規定により、特別給付金の受給資格を取得しようとする者

は、福祉医療費特別給付金受給資格者証交付申請書に次により当該事実を明らかにした書

類を添付し、村長に提出するものとする。 

区分 添付書類 

障がい者 特別児童扶養手当法第２条第１項に規定する児童であることを

証する書類 

身体障害者障害程度等級表に定めた３級以上に該当する者であ

ることを証する書類 

身体障害者調書 

療育手帳の交付を受けた者のうち障害程度がB１までに該当す

ることを証する書類 

国民年金法別表の障害程度１級以上（６５歳以上の者は２級以

上）に該当する者であることを証する書類 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害等級が１

級に該当することを証する書類 

精神障害者保健福祉手帳交付者のうち障害等級が２級の者で障
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５２条の認定を受けた者に係る障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

（平成１８年政令第１０号）第１条第３号に該当することを証す

る書類 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５

０号）、特定疾患治療研究事業実施要綱（平成２７年２月１６日

付け２６保疾第９９７号健康福祉部長通知）及び長野県特定疾病

医療費助成事業実施要綱（平成２６年１２月２４日付け２６保疾

第８８７号健康福祉部長通知）の規定により長野県がその医療に

必要な費用を負担する者であることを証する書類 

母子父子家庭等 母子家庭の母子調書、父子家庭の父子調書又は寡婦等調書 

２ 村長は、前項の規定による申請に基づき受給資格の有無を決定し、受給資格のある者（以

下「受給資格者」という。）に受給資格者証を交付するものとする。 

（受給者負担額） 

第３条 条例第６条第７号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は、条例第８条第４項に規

定する場合を除き５００円とし、５００円に満たないときは、その額とする。 

（特別給付金の申請） 

第４条 特別給付金条例第８条に基づく特別給付金の申請は、福祉医療費特別給付金支給申

請書に診療を受けた機関の証明書又は領収書を添えて、村長に提出するものとする。 

２ 前項による申請は、給付事由の生じた月から１年以内に行うものとする。 

（届出の義務） 

第５条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は、直ちに福祉医療費

特別給付金受給資格者変更届に受給資格者証を添えて、村長に提出しなければならない。 

（１） 特別給付金条例第５条の規定に基づき、受給資格を喪失したとき。 

（２） 宮田村の区域内において住所を変更したとき。 

（３） 加入する健康保険等に変更があったとき。 

（４） 氏名を変更したとき。 

（給付台帳） 

第６条 福祉医療費特別給付金の受給者及び特別給付金の支給の状況を明らかにするため、
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村長は、福祉医療費特別給付金受給者台帳を備えるものとする。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年６月１９日規則第８号） 

この規則は、平成２１年１０月１日から適用し、同日以降に支給理由の生じた特別給付金

から適用する。なお、この規則施行前に支給理由の生じた特別給付金については、なお従前

の例による。 

附 則（平成２２年３月１７日規則第５号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、精神障害者保健福祉手帳交付

者のうち障害等級が２級の者で障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５２条

の認定を受けた者に係る障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）第１条第３

号に該当する特別給付金は、平成２２年８月１日から施行する。なお、この規則施行前に

支給理由の生じた特別給付金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月１９日規則第５号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１７日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮田村福祉医療費特別給付金給付規則の規定

は、平成２９年８月１日から適用する。 

附 則（平成２９年９月２１日規則第１５号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮田村福祉医療費特別給付金給付規則の規定

は、平成３０年８月１日から適用する。 

 


